
 

別紙14 

有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の使用の方法 

工 場 又 は 事 業 場 に 
お け る 施 設 番 号 

  

有害物質使用特定施設又は
有害物質貯蔵指定施設の別 

  

設 置 場 所   

操 業 の 系 統   

使 用 時 間 間 隔   

１ 日 当 た り の 使 用 時 間   

使 用 の 季 節 的 変 動   

原材料(消耗資材を含む。)
の種類、使用方法及び１日当
たりの使用量（有害物質使用
特定施設の場合に限る。） 

  

貯蔵する有害物質の種類（有
害物質貯蔵指定施設の場合
に限る。） 

  

その他参考となるべき事項   

 備考 有害物質貯蔵指定施設の場合には、使用時間間隔の欄及び１日当たりの使用時間の欄には、

それぞれ当該施設への有害物質を含む水の供給時における当該施設の使用時間間隔及び使用 

時間を記載すること。 

  

 


